
1 

「千葉市こども・若者プラン（案）」の主な修正点 

１ 庁内調整による修正（前回の専門分科会後～ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続前までの修正）  ※ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続は、修正後の内容で実施しています。 

No 項目 修正前 修正後 

1 

総論 7 成果指標と目標 

  

P25 

 

  

 

資料１－３ 
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No 項目 修正前 修正後 

2 

各論 第 2 章 ライフステージ別の取組

み 

 基本施策 3 青年期 

 

P120 

（施策体系の追加） 

（再掲事業の追加） 

 

（再掲事業の追加） 

 

（新規事業の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-1 学生のキャリア形成支援やライフプランニング教育の推進 

 （略） 

2-3-2 雇用・賃金等に関する取組み 

 （略） 

2-3-3 結婚に伴う新生活への支援 

 （略） 

 

2-3-1 若者に関する施策の推進 

①（仮称）こども・若者会議 【こども企画課】 

 （略） 

②こども・若者施策に関する外部有識者の活用 【こども企画課】 

 （略） 

③若者の意見等を踏まえた施策の実施 【こども企画課】 

 学びの支援や就労支援、活動・居場所支援、同年代との出会い支援など、

若者が必要とする支援について、当事者である若者から意見を聴いて

ニーズを把握するとともに、専門的な見地からの助言を活用し、施策

化を図ります。 

 

2-3-2 学生のキャリア形成支援やライフプランニング教育の推進 

 （略） 

2-3-3 雇用・賃金等に関する取組み 

 （略） 

2-3-4 結婚に伴う新生活への支援 

 （略） 
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２ パブリックコメント手続による修正  ※№欄は、資料 1-2 の№に対応しています。 ※「項目」はﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続時の内容を表記しています。 

No 項目 修正前 修正後 

1 

総論 1 計画策定にあたって 

 （1）計画策定の趣旨 

P3 

2 段落目 3 行目 平成 24 年 8 月 

4 行目 平成 27 年度 

4 段落目 1 行目 令和 3 年 12 月 

3 行目 令和 5 年 4 月 

6 段落目 1 行目 平成 27 年 3 月 

2 行目 令和 2 年 

 

平成 24（2012）年 8 月 

平成 27（2015）年度 

令和 3（2021）年 12 月 

令和 5（2023）年 4 月 

平成 27（2015）年 3 月 

令和 2（2020）年 

 

 ※そのほかのページにおいても、同ページ本文に 2 つ以上の元号（和

暦）を表記する場合には、西暦を併記する修正を行っています。 

 

4 

総論 2 千葉市の現状 

 （4）少子化の動向 

P18 

⑥ 育児をしている女性の就労状況 

 本市の小学校就学前児童の母親のうち、（産休・）育休・介護休業中で

はなく[～略～]。（産休・）育休・介護休業中である割合を[～略～]。 

 また、（産休・）育休・介護休業中ではなく[～略～]、   育休・介

護休業中である割合を[～略～]。 

 

⑥ 育児をしている女性の就労状況 

 本市の小学校就学前児童の母親のうち、 産休・ 育休・介護休業中で  

はなく[～略～]。 産休・ 育休・介護休業中である割合を[～略～]。 

 また、 産休・ 育休・介護休業中ではなく[～略～]、産休・育休・介   

護休業中である割合を[～略～]。 

6 

総論 4 計画策定の視点 

P20 

② 多様なニーズに対応し、誰一人取り残さないきめ細やかな支援    

③ 誕生前から青年期までの成長に応じた切れ目のない支援    

 

② 多様なニーズに対応し、誰一人取り残さないきめ細やかな支援の推進 

③ 誕生前から青年期までの成長に応じた切れ目のない支援の推進 

7 

30 

総論 5 施策体系 

P21 

1-2-5 持続可能な開発のための教育（ESD）、理数系教育、アントレ

プレナーシップ教育（起業家精神教育）、STEAM 教育※1等の推進 

1-3-1 プレコンセプションケア の推進 

 
※1STEAM 教育：「科学          」「技術            」「工学

学            」「芸術・リベラルアーツ      」「数学              」

の 5 つの分野を総合的に学ぶ教育。 

 
※2（脚注の追加） 

 

1-2-5 持続可能な開発のための教育（ESD）、理数系教育、アントレ  

プレナーシップ教育（起業家精神教育）、STEAM 教育※1等の推進 

1-3-1 プレコンセプションケア※2の推進 

 
※ 1STEAM 教育：「科学 (Science)」「技術 (Technology)」「工学

(Engineering)」「芸術・リベラルアーツ(Arts)」「数学(Mathematics)」

の 5 つの分野を総合的に学ぶ教育。 

 
※2プレコンセプションケア：将来の妊娠のための健康管理を促す取組み。 

 

9 

各論 第 1 章 ライフステージを通した

取組み 

 基本施策 1 こども・若者が権利の主体

であることの社会全体での

共有等 

  （2）こども・若者の地域との関わり 

P30 

現状 

〇地域の行事に[～略～]         

〇地域や社会のことを考えているこどもの割合は、小学生では全国平均

よりも千葉市の方がわずかに高い傾向がみられます。（図表 1-1-2、

1-1-3）。 

現状 

〇地域の行事に[～略～]（図表 1-1-2） 

〇地域や社会のことを考えているこどもの割合は、小学生では全国平均 

よりも千葉市の方がわずかに高い傾向がみられますが、中学生では全国

平均よりも千葉市の方が低い傾向が見られます（図表 1-1-3）。 
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No 項目 修正前 修正後 

20 

各論 第 1 章 ライフステージを通した

取組み 

 基本施策 2 多様な遊びや体験、活躍で

きる機会づくり 

P39 

1-2-2 生活習慣の形成・定着 

① 乳幼児健康診査（健康教育） 【健康支援課】 

 乳幼児健康診査の機会に規則正しい生活リズムや、食事、口腔ケア  

 について正しい知識の普及啓発を行います。 

 

（事業追加） 

 

 

 

 

（事業追加） 

1-2-2 生活習慣の形成・定着 

① 乳幼児健康診査（健康教育） 【健康支援課】 

 乳幼児健康診査の機会に規則正しい生活リズムや、食事、歯・口腔機能

について正しい知識の普及啓発を行います。 

 

② 歯科衛生士による相談 【健康推進課】 

 個々に応じた歯みがき方法や口腔機能の発達、むし歯を予防するための

生活習慣など、保健福祉センターの歯科衛生士が個別相談に応じます。 

 

③ 口腔疾患（むし歯・歯周病・口腔機能発達不全）の予防に関する普及

啓発 【健康推進課】 

 健康教育やイベントなどにおいて、ポスター掲示やリーフレットの配布

など、フッ化物の応用方法や定期歯科健診の大切さについて普及啓発し

ます。 

 

32 

33 

各論 第 1 章 ライフステージを通した

取組み 

 基本施策 3 こども・若者への切れ目の

ない保健・医療の提供 

 

 

各論 第 2 章 ライフステージ別の取組

み 

 基本施策 1 こどもの誕生前から幼児

期まで 

P47 

P102 

1-3-2 こどもの成長や発達に関する正しい知識の普及啓発の促進 

④ 離乳食教室 【健康推進課】 

 望ましい食習慣の形成に向けた準備や乳児の咀しゃく力を獲得するた

め、発達に応じた調理形態や食品の選択等    について、管理栄

養士              が支援します。 

 

2-1-3 こどもが安心して健やかに育つための体制の充実 

③ 離乳食教室 【健康推進課】 

 望ましい食習慣の形成に向けた準備や乳児の咀しゃく力を獲得するた

め、発達に応じた調理形態や食品の選択等    について、管理栄

養士              が支援します。（P46 再掲） 

1-3-2 こどもの成長や発達に関する正しい知識の普及啓発の促進 

④ 離乳食教室 【健康推進課】 

 望ましい食習慣の形成に向けた準備や乳児の咀しゃく力を獲得するた

め、発達に応じた調理形態や食品の選択、各種相談について、管理栄  

養士・歯科衛生士・保健師の専門職が支援します。 

 

2-1-3 こどもが安心して健やかに育つための体制の充実 

③ 離乳食教室 【健康推進課】 

 望ましい食習慣の形成に向けた準備や乳児の咀しゃく力を獲得するた

め、発達に応じた調理形態や食品の選択、各種相談について、管理栄  

養士・歯科衛生士・保健師の専門職が支援します。（P46 再掲） 

 

38 

各論 第 2 章 ライフステージ別の取組

み 

 基本施策 1 こどもの誕生前から幼児

期まで 

 
P101 

2-1-3 こどもが安心して健やかに育つための体制の充実 

① むし歯予防フッ化物洗口導入支援事業 【健康推進課】 

 むし歯の予防に効果のあるフッ化物洗口           の導

入を推進するために、保育所、幼稚園等の中から希望する施設を選定

し、フッ化物洗口の実施を支援します。各施設 3 年間を支援期間とし、

支援期間終了後は自主実施への移行を目指します。 

 

2-1-3 こどもが安心して健やかに育つための体制の充実 

① むし歯予防フッ化物洗口導入支援事業 【健康推進課】 

 むし歯の予防に効果のあるフッ化物洗口（対象年齢：4 歳以上）の導  

入を推進するために、保育所、幼稚園等の中から希望する施設を選定 

し、フッ化物洗口の実施を支援します。各施設 3 年間を支援期間とし、

支援期間終了後は自主実施への移行を目指します。 
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No 項目 修正前 修正後 

43 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 3 現状と課題 

  （2）子育て家庭の状況 

 

P151 

〇本市の調査において、主に子育てを行っているのが「父親・母親とも

に」の割合は、            小学校就学前児童保護者が

53.1%、小学生保護者が 52.8%となっており、どちらも「主に母親」

をわずかに上回っています（図表 4-3）。                 
          

 
 

 

〇本市の調査において、主に子育てを行っているのが「父親・母親とも 

に」の割合は、令和 4（2022）年度調査では小学校就学前保護者が

53.1%、小学生保護者が 52.8%となっており、いずれも平成 25

（2013）年調査、平成 30（2018）年調査から上昇しています（図

表 4-3-1、4-3-2）。 

 

 ※そのほか、図表 0-13、図表 4-5-1～4-5-6、図表 4-6-1～4-6-5

についても、同様の修正を行っています。 

44 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 3 現状と課題 

  （6）外国人住民数の状況 

P158 

〇外国人住民数は増加が続いており、平成 31     年から令和 6 

      年にかけて 9,620 人の増加となっています        

                                 

           （図表 4-13）。 

 

〇外国人住民数は増加が続いており、平成 31（2019）年から令和 6

（2024）年にかけて 9,620 人の増加となっています。国籍別にみる

と、中国が最も多く、令和 5（2023）年以降はベトナムが中国につ

いで多くなっています（図表 4-13）。 
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No 項目 修正前 修正後 

46 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 5 主な取組内容 

  4-4 教育・保育等の「質」の確保・

向上 

P179 

～ 

P193 

（表の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考例）4-4-1 教育・保育人材の資質の向上 

① 公立保育所職員等の研修事業 【幼保指導課】 

 公立保育所職員（認定こども園を含む）及び民間施設職員を対象とし

た職種別研修等を実施し、必要な知識や技術の習得を促進します。 

  

（見開き左ページ） 

 

（見開き右ページ） 

 
 ※本修正に伴い、第 4 章掲載の各事業において、対象施設の表現を修 

  正しています。 

 

 （参考例）4-4-1 教育・保育人材の資質の向上 

① 公立保育所職員等の研修事業 【幼保指導課】 

 公立保育所職員等                  を対象とし

た職種別研修等を実施し、必要な知識や技術の習得を促進します。 

 

55 

目次 

 各論 

目次ⅱ 

第 4 章 子ども・子育て支援事業計画 

1～4[略] 

5 主な取組内容 

 4-1    教育・保育の提供（「量の見込み」及び「確保方策」） 

 4-2    地域子ども・子育て支援事業の提供（「量の見込み」及び

「確保方策」） 

 4-3    認定こども園の普及促進 

 4-4    教育・保育等の「質」の確保・向上 

 4-5    特別な支援が必要な子どもへの教育・保育等の提供 

 4-6    出産・子育て期におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

                         

  

第 4 章 子ども・子育て支援事業計画 

1～4[略] 

5 主な取組内容 

 基本施策 1 教育・保育の提供（「量の見込み」及び「確保方策」） 

 基本施策 2 地域子ども・子育て支援事業の提供（「量の見込み」及び

「確保方策」） 

 基本施策 3 認定こども園の普及促進 

 基本施策 4 教育・保育等の「質」の確保・向上 

 基本施策 5 特別な支援が必要な子どもへの教育・保育等の提供 

 基本施策 6 出産・子育て期におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

6 「量の見込み」及び「確保方策」（提供区域ごと） 
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No 項目 修正前 修正後 

56 

57 

58 

その他、誤字・脱字・誤記載などに関する

修正 

― 

  ※ご指摘を踏まえ、誤字・脱字・誤記載等について全体的に見直しを行

い、修正しました。 
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３ 予算編成等による修正                          ※「項目」はﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続時の内容を表記しています。 

No 項目 修正前 修正後 

1 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 5 主な取組内容 

  4-1 教育・保育の提供（「量の見込

み」及び「確保方策」） 

■教育・保育の「量の見込み」及び「確

保方策」【全市】 

 

P165 

確保方策 【全市】 

 

 

確保方策 【全市】 
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No 項目 修正前 修正後 

2 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 5 主な取組内容 

  4-2 地域子ども・子育て支援事業

の提供（「量の見込み」及び「確

保方策」） 

 

 

P174 
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No 項目 修正前 修正後 

3 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 6 「量の見込み」及び「確保方策」

（提供区域ごと） 

  （1）教育・保育 【中央区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P199 

確保方策 【中央区】 

 

 

確保方策 【中央区】 
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No 項目 修正前 修正後 

4 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 6 「量の見込み」及び「確保方策」

（提供区域ごと） 

  （1）教育・保育 【花見川区】 

 

 

P200 

確保方策 【花見川区】 

 

 

確保方策 【花見川区】 
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No 項目 修正前 修正後 

5 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 6 「量の見込み」及び「確保方策」

（提供区域ごと） 

  （1）教育・保育 【稲毛区】 

P201 

確保方策 【稲毛区】 

 

 

確保方策 【稲毛区】 
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No 項目 修正前 修正後 

6 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 6 「量の見込み」及び「確保方策」

（提供区域ごと） 

  （1）教育・保育 【若葉区】 

P202 

確保方策 【若葉区】 

 

確保方策 【若葉区】 
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No 項目 修正前 修正後 

7 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 6 「量の見込み」及び「確保方策」

（提供区域ごと） 

  （1）教育・保育 【緑区】 

P203 

確保方策 【緑区】 

 

 

確保方策 【緑区】 
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No 項目 修正前 修正後 

8 

各論 第 4 章 子ども・子育て支援事業

計画 

 6 「量の見込み」及び「確保方策」

（提供区域ごと） 

  （1）教育・保育 【美浜区】 

P204 

確保方策 【美浜区】 

 

確保方策 【美浜区】 

 

9 
同上（1）教育・保育 【全市】 

P205 
省略（№13 に同じ） 

 

省略（№13 に同じ） 

10 
同上（2）地域子ども・子育て支援事業 

P218 
省略（№14 に同じ） 省略（№14 に同じ） 
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４ 組織改正等による修正                          ※「項目」はﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続時の内容を表記しています。 

No 項目 修正前 修正後 

1 

組織改正や事務移管等による修正 

― 

  ※組織改正や事務移管等により、事業所管課等を修正している場合が

あります。 

 

＜参考＞令和７年度組織改正の概要（抜粋） 

 

    こども若者支援室の新設  

 

    こども・若者に関する施策を全庁的に推進し、これまで行政の支援が届きにくかった年代へのサポートを強化するため、こども

未来局こども未来部こども企画課内に「こども若者支援室」を新設する。 

 

 

    こども家庭センターの設置  

 

    すべての妊産婦や子育て家庭に対し、一体的支援を強化するための仕組みとして、区健康課の「母子健康包括支援センター」と

区こども家庭課の「子ども家庭総合支援拠点」の両機能を統合した「こども家庭センター」を各区に設置する。 

 


